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宅地等の開発及び中高層建築物の建築に関する指導要綱に基づく

集 会 所 設 置 基 準

第１ 趣旨

この基準は、宅地等の開発及び中高層建築物の建築に関する指導要綱（平

成９年志木市告示第４９号。以下「要綱」という。）第２２条第２項の規定

に基づき、集会所の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。

第２ 定義

この基準において、集会所とは、主として近隣又は一定の住棟の住民が各

種行事その他集会を行うための施設をいう。

第３ 設置基準

事業者は、事業の計画戸数又は区画数（以下「計画戸数等」という。）が

５０以上のときは、次の基準に基づき、集会所を設置するものとする。ただ

し、ワンルーム形式の住戸（志木市ワンルーム形式集合建築物の指導指針（昭

和６３年志木市告示第４９号）第２（１）に定めるものをいう。）のみで構

成される建築物についてはこの限りでない。

第４ 書類の提出

事業者は、集会所の設置に関して要綱第５条に規定する協議を行う場合は、

集会所の具体的な位置、面積、構造等が記入された図面を提出すること。

第５ この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この基準は、平成１９年５月２５日から施行する。

計画戸数等

集会所の有効床面積（集会室、和室等主とし

て集会の用に供する室の床面積の合計をい

う。）

５０以上３００未満 計画戸数等×０.５平方メートル以上

３００以上 別途協議


